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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【茂木町】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 □茂木町教育委員会生涯学習課学校教育係 

 □茂木町保健福祉課 

 □茂木町企画課 

 □茂木町社会福祉協議会 

 □茂木町立小中学校 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

「茂木町外国人児童生徒教育連絡協議会」の開催（年間２回） 

・ 茂木町における外国人児童生徒の現状と課題についての説明 

・ 「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」に係る年間計画の説明 

・ 学校における外国人児童生徒への日本語教育及び生活支援計画についての説明 

・ 学校における支援体制の協議 

・ 授業参観 

・ 外国人児童生徒の学校生活についての報告 

・ 指導や生活支援の現状と課題についての情報共有 

・ 来年度に向けた支援体制の協議 

（２） 学校における指導体制の構築 

「日本語指導が必要な児童生徒が在籍している学校への非常勤講師（指導助手（外国人児童対応 

学習指導助手））の配置」 

・ 特別の教育課程による日本語指導及び学習指導と生活指導等学校生活全般での補助 

「学級担任、日本語指導担当、指導助手（外国人児童対応 学習指導助手）を中心としたチームによ

る支援」 

・ 該当児童の支援 

・ 他学年の児童への異文化理解促進 

「児童の母語や文化に触れる機会の創出」 

・ 「異文化理解」「多文化共生」の促進し 

・ 学校全体での指導体制の構築 

（３） 「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （必須実施項目） 

・ 日本語指導担当教員、支援員、学級担任等の複数教員で児童の学校生活の適応状況や日本語の能力や

各教科の学習の取組状況など、実態を把握し、「実施計画」及び「個別の指導計画」を作成 

・ 児童の実態に基づいた目標の設定 

・ 校内で「特別の教育課程」実施について共通理解を図り、校内の支援体制を構築 

（４）成果の普及  

・ 運営・連絡協議会を通しての情報共有・情報提供 

・ 町HPへの掲載 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

日本語指導ができる支援員の配置 
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・ 指導助手（外国人児童対応 学習指導助手）１名 

・ 日本語教育やその他の授業における学習の支援、学校生活全般の支援 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

〇 成果・課題 

（１） 地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

〇 学校における外国人児童生徒の実態を通して、関係部署が情報を共有することができた。 

〇 関係部署が協力して、よりよい支援体制の在り方を協議し、連携することができた。 

・ 「異文化理解」「多文化共生」を促進するための情報を収集することが十分でなかった。 

・ 文化の違いを理解するための教育の更なる推進を図る。 

（２） 学校における指導体制の構築  

〇 日本語指導を必要としている児童生徒への、日本語教育及び生活全般の指導を行い、学校生活をより円滑

に送ることができた。 

〇 学校生活に言語による困難を感じている該当児童生徒が4人から２人になった。（個別の指導計画による） 

  ・ 学級担任、日本語指導担当、指導助手（外国人児童対応 学習指導助手）を中心とした組織で取り組むため

の研修の機会を設ける必要がある。 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

〇 児童の日本語能力の向上と、学校生活の充実を図ることができた。 

・校内支援体制改善のための情報共有の場を増やしていく。 

（４）成果の普及 

〇 地域で情報を共有し、学校における外国人児童生徒への日本語教育について啓発することができた。 

〇 当該児童在籍ではない学校の保護者からも、町教育委員会に対して「外国文化をもつ人にも教育の機会・内 

容を平等に与えられるようにしてほしい」という意見が寄せられ、保護者の関心の高まりをもたらした。 

・ 本年が初めての取組であったため、十分な周知ができなかった。 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

〇 該当児童生徒の日本語指導の効果の向上が見られ、授業への取り組みが改善した。 

〇 日常会話が円滑になり、学校生活の充実につながった。 

〇 日本語指導担当教員、学級担任、養護教諭、社会福祉協議会の職員、町保健師との連携が進み、衛生面で

の指導について改善の方向に向かっている。 

  ・ 支援体制が広がった分、情報の確実な伝達について工夫が必要。 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 
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うち、特別の教育課程で指導
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４．その他（今後の取組予定等） 

 ・ 新規採用の指導助手（外国人児童対応 学習指導助手）に対する研修 

 ・ ICTを活用した支援や指導法についての研究 

 

 


